
社会福祉法人 東京援護協会 行動計画

女性が活躍でき、社員が仕事と子育てを両立させることができる雇用環境の整備を行う
ため、次のように行動計画を策定します。
１．計画期間 令和４年４月１日～令和７年３月３１日（３か年）
２．内  容

＜対 策＞
・毎年度、年次休暇の取得状況を把握します。
・令和５年度に管理職を対象にワークライフバランスの啓発勉強会を行います。
・年休取得促進のための検討委員会等で検討を行います。

＜対 策＞
・毎年度、所定外労働時間の状況を把握します。
・令和５年度に管理職を対象にワークライフバランスの啓発勉強会を行います。
・管理職が各施設の事業運営に応じて、業務量の削減、ICT 化を図り、所定外労働時

間の縮減に努めます。

＜対 策＞
・異動希望調書、人事考課、面談等の結果を踏まえ、個々のキャリアデザインを具現

化します。
・法人内外の階層別研修等を受講し、スキルアップを図ります。

＜目標１＞ （次世代育成対策推進法）
年次有給休暇の取得を促進し、法人全体の年平均取得率を７０％以上とします。
この目標は３か年のうちに一回以上達成します。

＜目標２＞ （次世代育成対策推進法・女性活躍推進法）
所定外労働時間の縮減に努め、法人全体の年平均所定外労働時間を４５時間以下にしま
す。
この目標は３か年のうちに一回以上達成します。

＜目標３＞ （女性活躍推進法）
係長、次長、施設長に占める女性比率を令和７年３月３１日までに４０％以上としま
す。


